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仲 裁 判 断

日本スポーツ仲裁機構

ＪＳＡＡ－ＡＰ－２００４－００１

申立人 Ｘ

申立人代理人 弁護士 尾崎 純理

同 弁護士 飯島 康央

同 弁護士 山本 剛

被申立人 社団法人 日本馬術連盟

被申立人代理人 弁護士 鍋谷 博敏

同 弁護士 八木 由里

主 文

本件スポーツ仲裁パネルは次のとおり判断する。

（１） 申立人の請求（１）および（２）を棄却する。

（２） 申立料金５万円は被申立人の負担とする。

（３） 申立人が要した仲裁費用のうち５０万円は被申立人の負担とする。
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理 由

第１．当事者の求めた仲裁判断

１． 申立人は、次のとおりの仲裁判断を求めた。

（１） 被申立人が平成１６年６月１５日に行ったアテネオリンピック障害馬

術出場人馬の決定を取り消す。

（２） 被申立人は、アテネオリンピック障害馬術出場人馬として選手をＸ

（○○所属）馬名△△を選出せよ。

（３）申立料金５万円は被申立人の負担とする。

２． 被申立人は、次のとおりの仲裁判断を求めた。

（１） 申立人の請求（１）を却下する。

（２） 申立人の請求（２）を棄却する。

（３） 仲裁費用は申立人の負担とする。

第２．仲裁手続きの経緯

１． ２００４年６月２２日、申立人は日本スポーツ仲裁機構に対して

第１．１．記載の仲裁判断を求める仲裁申立ておよび、暫定措置申立て

を行った。

２． 被申立人は自らが制定した「日本馬術連盟規約」第２４条において

「連盟主催協議会等、又はその運営に関して行った決定に対する不服申

立ては、日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲

裁により解決されるものとする」と定めており、本件事案について日本

スポーツ仲裁機構は申立人による仲裁申立ての時点で仲裁合意が成立し

たものと判断した。

３． 同日、日本スポーツ仲裁機構は、本件事案については事態の緊急性に

鑑み極めて迅速に紛争を解決する必要性から、スポーツ仲裁規則第５０

条に基づき緊急仲裁手続によることを決定することが可能ではあるもの

の、他方で、事案の重要性に鑑みれば、本件事案については３名の仲裁

人によることが妥当であると判断し、申立人・被申立人双方が「ＪＳＡ

Ａ-ＡＰ-２００４-００１号仲裁事案に関する了解事項」を了解する限

りにおいて第５０条を準用することとし、本件事案について日本スポー

ツ仲裁機構は緊急仲裁手続とする決定を行わないこととした。

４． 同日、申立人は、仲裁人として竹之下義弘を選任した。

５． 同年６月２３日、被申立人は仲裁人として浦川道太郎を選任した。

６． 同日、仲裁人竹之下義弘と仲裁人浦川道太郎は、日本スポーツ仲裁機

構に第３の仲裁人の選任を委任し、同日、同機構は仲裁人として小寺彰

を選任した。
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７． 同年６月２４日、申立人より暫定措置申立て取下げ書、準備書面

（１）が提出された。結果として暫定措置申立ては取り下げられた。

８． 同年６月２５日、本スポーツ仲裁パネルは、審問期日準備のための協

議を行い、同日付でスポーツ仲裁パネル決定（１）にて、審問期日を同

年７月８日とすること、答弁書の提出期限を同年６月２９日１５時まで

とすること、申立人による反論書の提出期限を同年７月２日１５時まで

とすること、被申立人による再反論書の提出期限を同年７月６日１５時

までとすること、および被申立人に対し答弁書において釈明を求める事

項を決定した。

９． 同年６月２９日申立人より、第１通目の求釈明申立書が提出された。

１０． 同日、被申立人より、答弁書、人証申出書および検証申出書が提出さ

れた。

１１． 同年６月３０日、申立人より、第２通目、第３通目の求釈明申立書が

提出された。

１２． 同日、本スポーツ仲裁パネルは、事案および申立人が提出した３通の

求釈明申立書を考慮のうえ、スポーツ仲裁パネル決定（２）として、被

申立人に対し照会を行った。

１３． 同日、被申立人より第１通目、第２通目の釈明書が提出された。

１４． 同年７月２日、申立人より反論書たる準備書面（２）が提出された。

１５． 同年７月３日、申立人より準備書面（３）および準備書面（４）が提

出された。

１６． 同日、本スポーツ仲裁パネルは、審問期日準備のための協議を再び行

い、同日付でスポーツ仲裁パネル決定（３）および（４）を行った。

１７． 同年７月５日、申立人は補佐人申出書および証拠申出書を提出した。

１８． 同年７月６日、被申立人は準備書面（１）を提出した。

１９． 同年７月７日、被申立人は釈明書（３）を提出した。

２０． 同日、申立人は検証申出書を提出した。

２１． 同年７月８日１０時より１３時までおよび１５時より１７時まで東京

都内において、当事者双方および各代理人（申立人Ｘ、申立人代理人弁

護士尾崎純理、同山本剛、同飯島康央、申立人補佐人Ｘ１、被申立人理

事長Ｙ１、同常務理事Ｙ２、同理事・障害馬術本部長Ｙ３、被申立人代

理人弁護士鍋谷博敏および同八木由里。）出席のもと、審問が行われた。

２２． 同日までに、申立人より甲第１から第４６号証が、また被申立人より

乙第１から第３３号証が提出された。

２３． 同日、本スポーツ仲裁パネルは仲裁判断のための協議を行った。

２４． 同年７月９日、当事者双方は最終準備書面を提出した。

２５． 同年７月１３日および１４日、本スポーツ仲裁パネルは、仲裁判断の

ための協議を行った。

２６． 本スポーツ仲裁パネルは、上記記載の他、電話、電子メールおよびそ

の他通信手段を用い協議を行った。
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第３．事案の概要（当事者の主張）

１．当事者

（１） 申立人

（i） 申立人は、両親が○○という乗馬倶楽部を経営していたことをきっ

かけとして５歳頃から馬術を始めた。本格的に障害馬術を習い始めた

のは、小学校４年生くらいの時であった。その後、申立人は、１９９

１年に、女性最年少で全日本中障害選手権で優勝した。また、この年

には、初めて海外遠征を行い、世界で最高の賞金額の出るカナダ・カ

ルガリーのスプールスメドゥスという大会に出場した。１９９５年か

らは、活動の拠点をスイスに移転し、２００２年１１月頃からは、ド

イツを拠点として競技会に出場し、現在に至っている。

（ii）申立人は、スポーツ仲裁規則第８条第２項に定める「競技者」である。

（２） 被申立人

（i） 被申立人は、１９４８年５月に日本馬術界の唯一の中央統括団体とし

て発足した統一組織である。さらに、被申立人のホームページ（htt

p://www.equitation-japan.com/）によれば、被申立人は馬場馬術競

技・障害馬術競技・総合馬術競技そしてエンデュランス馬術競技の４

種目の全日本馬術大会を頂点とする国内馬術競技会を主催する他、多

くの競技会の公認を行うこと、オリンピック競技大会・アジア競技大

会・世界馬術選手権大会等の国際馬術競技会へ人馬を派遣すること、

主催・公認競技会に出場するために必要な騎乗者資格や審判資格等の

競技運営上必要な資格の認定、主催・公認競技会に参加する馬匹の登

録、主催・公認競技会成績の集計、発表等馬術に関することを行う組

織である。

（ii）被申立人は、スポーツ仲裁規則第８条第１項に定める「競技団体」で

ある。

２． 本件に至る経緯

（１） ２００３年７月１日付けで、被申立人は、申立人らに障害飛越競技に

ついてのアテネオリンピック出場人馬選手選考基準を示した。当該選考

基準は次のように記載されていた。

「オリンピック競技大会（アテネ／２００４）に参加希望する選手は

２００４年２月末日までに所定の添付書式をもって申請すること。申請

のあった人馬は障害馬術本部の指示に従うものとし、本部が指定する２

００４年４月～６月中旬までのCSI、CSIO、CHIOに数回参加しなければ

ならない。オリンピック競技大会参加人馬の選考は、障害馬術本部長が
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それらの結果を参考にして、日本馬術連盟のオリンピック派遣人馬選考

委員会に推薦して決定される。」

ただし、オリンピックに出場するための人馬は、国際馬術連盟の定め

る人馬の最低基準を２００４年６月１６日までに満たしていることが必

要であった。

（２） 申立人は、２００４年１月２０日付けで被申立人に対してアテネオリ

ンピック大会への出場を希望する旨の書面を提出した。アテネオリンピ

ック大会への出場を希望した者は申立人を含めて９名であり、申立人を

含む９名の候補選手人馬は被申立人から出場競技会の指定を受けた。申

立人は、被申立人から指定された５月１３日～１６日のリンツ大会およ

び６月３日～６日に開催されたリスボン大会に出場した。

（３） 被申立人は、９名が出場した競技会が終わった後、２００４年６月１

５日に開催された、被申立人内に設置されたアテネオリンピック派遣人

馬選考委員会（以下、「選考委員会」という。）において、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの４名がアテネオリンピック代表選手（人馬）に選出され、申立人は

選出されなかった。

（４） 申立人は、選考委員会の決定に対して不服であったために、選考決定

内容の変更等を求めて日本スポーツ仲裁機構に仲裁を申し立てたもので

ある。

３．当事者の主張

（１） 申立人は、申立ての理由として以下を主張する。

（i） 被申立人が２００４年６月１５日に行ったアテネオリンピック障害

馬術出場人馬の決定（以下、「本件決定」という。）は、被申立人の定

めたアテネオリンピック障害馬術代表選手選考基準を満たしていない

人馬を代表に決定しているので、取り消されるべきである。

a. 被申立人は２００３年７月１日付でアテネオリンピック出場人馬選考

基準を以下のとおり公表した。

① 参加希望選手は２００４年２月末日までに所定の書式で申請するこ

と。

② 申請した人馬は障害馬術本部の指示に従うものとし、本部が指定す

る２００４年４月～６月中旬までのCSI、CSIO、CHIOに数回参加しな

ければならいこと。

③ 障害馬術本部長は、それらの結果を参考にして、被申立人の選考委

員会に推薦し、決定されること。



- 6 -

④ 参加人馬はオリンピック参加資格条件を満たしていること。

b. 被申立人は、２００４年４月３０日、指定競技会として、コペンハ

ーゲン大会（５月６日～９日）、リンツ大会（５月１３日～１６日）、

ローマ大会（５月２７日～３０日）、リスボン大会（６月３日～６日）、

ポズナム大会（６月１０日～１３日）の５競技会を決定した。

c. 選手は、選考基準②に従って、指定された複数の競技会に参加しな

ければならない。しかるに、代表選手に決定されたＡは、指定されたC

SI、CSIO、CHIOに数回参加しなければならないのに、ローマ大会のみ

に参加したにすぎないから上記②の要件を満たしていない。

したがって、Ａを代表選手とした本件決定は取り消されるべきであ

る。

（ii） 選手は、被申立人によって指定された競技会に出場しなければなら

ない。

Ｂは、被申立人によってリンツ大会とリスボン大会に出場するよう

に指定されたにもかかわらず、リスボン大会に出場しなかった。

したがって、Ｂを代表とした本件決定は取り消されるべきである。

（iii） 選考委員会の選考には、選手と利害関係を有する委員は加わらな

いものとされている。

コーチＭは、Ａ、Ｃに馬を売却し、両人ともＭの厩舎に所属、Ａは

Ｍがゼネラルマネジャーである会社のセールスマネジャーであり、雇

用関係も推認される。したがって、Ａ、ＣはＭと利害関係がある。

利害関係人が本件選考に関与しているので、決定手続の公正が害さ

れており、本決定は取り消されるべきである。

（iv） 選考において適用される基準は事前に選手に公表されなければなら

ない。

選考競技会の結果を評価する選考基準が事前に公表されなかった以

上、その基準によって評価された本件決定は取り消されるべきである。

仮に選考基準が利用できるとしても、基準の内容は著しく抽象的で

あり、基準として著しく合理性を欠くものである。

（v） 本件決定は、申立人の選考競技会の結果を参考にしていないので選

考基準③の要件を満たしていない。したがって本件決定は、取り消さ

れるべきである。

（vi） 選考競技会の結果を参考にして評価すれば、申立人が代表に選出さ
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れるべきであった。

（２） 被申立人は、却下または棄却申立ての理由として、以下を主張する。

（i） 第３．３．（１）（i）記載の申立人の主張のうち、a.の選考基準お

よびb.の指定競技会については認める。Ｙ３障害馬術本部長（以下、

「本部長」という。）とコーチＭが競技会を観戦し、本部長が下記<a>

から<d>の視点で候補各人馬の評価を行い、選考委員会がその評価結

果を次の⑤から⑧の基準によって判断した。

<a> 踏み切りの位置が的確かどうか。

<b> 指定された分速が維持されているかどうか。

<c> バランスのとれた飛越をしているかどうか。

<d> 馬が難度の高い障害を飛越する能力を有しているかどうか。

⑤ オリンピックの競技レベルに通用する能力を有する馬

⑥ 健康状態に異常がなく安定した能力を発揮し、優秀な成績を収めてい

る馬、特に成績が向上している馬

⑦ 国際競技会の経験を有し、日本の代表にふさわしい騎乗技術と強い精

神力を兼ね備えた選手

⑧ 代表としての人格と協調性を備えた選手

その結果、本部長は、馬の能力、脚部不安などの理由で６頭が上記

<d>の要件に該当しないとし、Ａ、Ｃ、Ｄとその騎乗馬を上記<a>から

<d>の要件に該当するとして選考委員会に推薦した。残る一つの枠に

ついては、申立人とＢの騎乗馬について、いずれも<d>の要件を満た

すが、申立人は多くの障害で踏切り位置を外してしまうので、オリン

ピックレベルでは大きな減点や失権につながるおそれがあるとされ、

それに対しＢは、２回経路違反をしたが踏切りポイントを外さないと

して、本部長はＢを推薦した。選考委員会では、これについて審議し、

Ａ、Ｃ、Ｄを代表選手として決定した。残る一つの枠については、本

部長の意見を踏まえて、申立人の踏切り位置を安定させることは短期

間で矯正できないが、Ｂの経路ミスはオリンピック大会までに矯正可

能としてＢを代表選手に決定した。

（ii） 第３．３．（１）（i）c.については、次のとおり主張する。

「数回」参加しなければならないとの基準は、複数の競技会への参加

という意味ではなく、複数の走行を評価して選考したいとの本部長の

考えに基づき設定されたもので数回の走行を意味する。

Ａはローマ大会で数回の走行をしており、Ａを代表として選出したこ
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とは選考基準に違反するものではない。

（iii） ２００４年４月３０日に最終的に決定された選手への競技会の割

り振りも、出場予定人馬にやむを得ない事情があったときは、障害馬

術本部は選手が参加する競技会を変更して指定する権限を有する。本

部長はＢの申し出を受けて、リスボン大会の欠場を承認し、Ｂが別枠

で招待を受けていたポズナム大会に対象競技会を変更して出場するこ

とを承認したのであり、本部長の権限の範囲内でなされたもので違法

ではない。

（iv） Ｍは、選考委員会の委員ではない。Ｍの立場は選考競技会を観戦し

て各人馬の評価を行い、これを本部長に具申するもので、本部長の行

う評価の補助的立場にあるのであり、本件選考について選考委員会に

評価を提出する立場にはない。２００４年６月１５日の選考委員会に

Ｍの評価資料は一切提出されていない。

（v） アテネオリンピックの選考基準は、指定競技会の結果を参考にして

本部長が選考委員会に代表人馬を推薦し決定されるというものであり、

これは代表決定の約１年前に申立人に知らされていたものである。

事前に選手に公表されていなかったのは、本部長が推薦するための

前記<a>から<d>の視点と、選考委員会における⑤から⑧の基準である。

これらの視点および基準は、普遍性、合理性を有し、選手に公表され

なかったからといって本件選考を取り消すべきとするまでの選手に対

する不利益は認められない。

選考基準決定後オリンピック出場人馬が最終的に決定されるまでの

約１年間、申立人を含む誰からも選考基準が不明確であるとの指摘は

一度もなされていない。本部長は、各指定競技会ごとに人馬を技術的、

能力的な視点から評価し、これらの結果を普遍性、合理性を有する<a

>から<d>の４つの視点にあてはめて推薦をしたもので、人馬を一体と

して評価する障害馬術においては、これらの基準はそれ自体著しく不

合理なものとはいえない。

（vi） 本件代表決定においては、選考委員会において報告された本部長の

評価に基づく推薦を、選考委員会において、障害馬術に見識をもつ委

員が、申立人の選考対象競技会の成績と技術を十分に検討したうえで、

申立人を選考しなかったものである。

第４．判断の理由

１． スポーツ仲裁における仲裁判断基準として、日本スポーツ仲裁機構の
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仲裁判断の先例によれば、日本においてスポーツ競技を統括する国内ス

ポーツ連盟（被申立人もその一つである）については、その運営に一定

の自律性が認められ、その限度において仲裁機関は、国内スポーツ連盟

の決定を尊重しなければならない。仲裁機関としては、１）国内スポー

ツ連盟の決定がその制定した規則に違反している場合、２）規則には違

反していないが著しく合理性を欠く場合、３）決定に至る手続に瑕疵が

ある場合、または４）国内スポーツ連盟の制定した規則自体が法秩序に

違反しもしくは著しく合理性を欠く場合において、それを取り消すこと

ができると解すべきであると判断されており（上記１）から３）につき

２００３年８月４日日本スポーツ仲裁機構ＪＳＡＡ－ＡＰ―２００３―

００１仲裁判断、１）から２）につき同ＪＳＡＡ－ＡＰ－２００３－０

０３仲裁判断）、本スポーツ仲裁パネルも基本的にこの基準が妥当であ

ると考える。

本件の選考基準は国内スポーツ連盟の制定した規則に含まれると解さ

れる。

本件の判断に際しては、そもそも上記４）に該当する場合、すなわち、

仮に本選考基準の内容が著しく合理性を欠くと判断される場合には、そ

の余の点を判断するまでもなく本件決定を取り消すことになるので、は

じめに、選考基準の内容が著しく合理性を欠く旨の申立人の主張を判断

する（下記２．）。次いで、次いで、上記１）から３）に関して、申立人

の主張第３．３．（１）に記載されている（i）、（ii）、（iii）、（v）、（vi）

の順に検討し（下記３．から７．）、最後に、同（iv）の未公表の選考基

準によってなされた本件決定が取り消されるべきであるかどうかについ

て判断する（下記８．）。

２． 本件決定をするために被申立人の定めた選考のための基準の内容が著

しく合理性を欠くとの申立人の主張について

（１） この点を検討するためには、まず本件で用いられた選考基準の具体的

内容を確定する必要がある。

被申立人が、２００３年７月１日付でアテネオリンピック出場人馬選

考基準として第３．３．（１）（i）a.記載の①から④の基準を公表し、

参加希望選手に通知されたことについては争いがない。

被申立人は、前記③の基準「障害馬術本部長は、それらの結果を参考に

して、被申立人のオリンピック派遣人馬選考委員会に推薦し、決定され

ること」のための判断基準として、本部長が指定競技会において候補各

人馬の評価をするために、第３．３．（２）（i）記載の<a>から<d>の視

点を定め、選考委員会は、同第３．３．（２）（i）記載の⑤から⑧の基

準によって判断する旨主張するので、この点について判断する。

（i） まず、選考委員会の判断基準と主張される前記⑤から⑧の基準が存
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在したことについては、２００４年６月１５日に開催された選考委員

会に提出された「障害馬術代表選手の選考について」と題する書面

（乙１９の２）に「最強のオリンピックチームを編成するためにオリ

ンピック参加資格条件を有する人馬の中より下記の観点によりオリン

ピック代表人馬選考を行った。」と記載があり、「下記の観点」として、

前記⑤から⑧の基準があげられていることおよび選考委員会の委員長

であったＹ１証人の証言によって認定することができる。

（ii） 本部長が競技会を観戦して候補各人馬を評価する際の基準として前

記<a>から<d>の視点の定めがなされていたかどうかについて判断する。

この視点が基準として存在することを示す書証は存在しない。本部

長の証言によれば、この視点は、オリンピックの障害は、障害の高さ、

幅などにおいていわゆるファイブスターの大会よりも難しい障害が設

定されるので、主として難しい障害を規定どおり飛越できる人馬を選

ぶための基準として本部長自身が４つの視点を考えたものであること、

視点の内容は特異なものではなく障害馬術をする者にとっては常識的

なものであること、この基準は専任コーチのＭには知らせたことが認

められる。さらに、本部長が競技会を観戦した際の評価を書き込むた

めに作成した出場人馬情報と題する書面（乙４など）に記載された内

容から判断すると、本部長による候補人馬の評価が前記<a>から<d>の

視点に基づいてなされたものと認められ、これに反する証拠はない。

（iii） 以上の事実から判断すると、アテネオリンピック出場人馬の選考

基準は、２００３年７月１日付で公表された基準、同基準③により本

部長が行う推薦のための評価基準として本部長自らが定めた前記<a>

から<d>の視点、および選考委員会の判断基準としての③に加えて⑤

から⑧の基準が存在したことが認められる。

（２） 次に、これらの基準の内容が著しく合理性を欠くものであるかどうか

について検討する。

申立人が著しく合理性を欠くとして問題視する基準は、本部長が競技

会における候補人馬の評価基準とした前記<a>から<d>の視点および選考

委員会の判断基準とされた前記⑤から⑧の基準であるので、この点につ

いて検討する。

（i） まず<a>から<d>の視点について検討する。

視点<a>から<d>は、人馬いずれにも関連するものであるといえるが、

<d>は専ら馬の能力に関するものであり、<a>から<c>は、どちらかと

いえば選手の技術的能力に関するものと考えられる。

申立人が特に問題視するのは、<a>の踏切りの位置の的確性の要件
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である。踏切りを殊更重要であるとして基準に入れたのであれば、他

の重要な技術的事項も加えるべきであり、特に経路違反は失権につな

がるものであるので、経路に関する基準も加えるべきであったし、ま

た、障害の飛越は、踏切り、バランスのほかリズム、馬の姿勢なども

総合的に作用して行われるので、その中の一つだけを強調しても競技

結果を予測することはできないと主張する。この申立人の主張はそれ

なりに説得力のあるものであるが、本部長の証言によれば、オリンピ

ックで通用するかどうかの点から４つの視点を決定したということで

あり、その観点から、選手の技術的側面のうち踏切りとバランスを評

価基準として選んだことが認められる。なお、申立人も踏切りとバラ

ンスが重要な技術的な側面であることを否定するものではないと考え

られる。指定分速の維持も障害を完走するのに制限時間がある以上、

障害馬術の一つの重要な要素と考えられる。そうであれば、本部長が

評価の視点として選択した４つの視点自体著しく合理性を欠くものと

いうことはできない。

（ii） 次に、選考委員会における⑤から⑧の基準が著しく合理性を欠くか

どうかについて検討する。

⑤および⑥の基準は馬の能力、状態に関する基準で、それ自体合理

的なものである。

⑦の基準は、国際競技会の経験、代表選手にふさわしい騎乗技術お

よび強い精神力の３要素からなる。これらの要素のうち国際競技の経

験については客観的な判断が可能であるが、強い精神力という要素は

極めて抽象的であり、どのようにしてその有無が判断されるのか必ず

しも明確ではない。この要素によって選考が左右されることは考え難

いが代表選手に要求される一つの要素であることは否定できない。代

表選手にふさわしい騎乗技術という要素も表現自体は抽象的であり、

具体的にどのような騎乗技術が評価の対象となるのか明らかではない。

しかし、障害馬術において最も重要な騎乗技術と考えられる障害の飛

越については申立人も認めるように、踏切り、リズム、バランス等が

総合的に作用するものであるので、結局この要素は騎乗技術の善し悪

しを総合的に評価することを意味するものと考えられる。したがって、

⑦の基準は、やや抽象的に過ぎる嫌いはあるが、基準自体、著しく合

理性を欠くとまでは言い切れない。

⑧の基準は代表選手を選出するための基準というよりも、成績や技

術的能力の面からみると代表選手の資格を有するけれども、人格的理

由などによって代表選手にふさわしくない者を、代表選手から排除す

る余地を残すための規定であると考えられる。

（３） 以上の検討の結果、本件選考に利用された基準が著しく合理性を欠く
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ということはできない。

３． 選手は指定された複数の競技会に参加しなければならないのか、それ

とも一つの競技会において数回の走行を行えば選考基準②の要件を満た

すのかという点について検討する。

申立人は、Ａが１競技会にしか出場せず、被申立人の示す「数回出

場」の要件を満たしていないと主張する。たしかに、文字通りに理解す

れば、数回の競技会での出走を要件としているように読める。被申立人

が示した本選考基準②は、作成者である本部長の証言によれば、数回の

競技会出場を要件とするということにも、また一つの競技会で複数回走

行すればすむということの両義に解することができるように作成された

ものである。

本選考基準②が採択された２００３年７月１日の時点では、日本代表

候補選手が何名になるか、またそれらの選手が出場できる競技会がいく

つになるかが決まっておらず、数回の競技会出場を代表選手に選考され

るための要件とすることが可能かどうか分からない状況であった。本部

長の上記証言はこの状況に合致したものである。これらの状況を前提と

すると、複数競技会出場が可能になった段階で、数回の競技会出場が必

須条件とされるように基準が確定したと断定することはできず、全ての

代表候補選手が複数の競技会走行に出場しなければ代表選手資格を欠く

とまではいえない。したがって、一つの競技会で複数回の走行をしたに

とどまるＡについて、複数の競技会に出場していないことをもって本選

考基準②の要件を欠くものとまではいえない。

４． 選手は被申立人の指定した競技会に出場しなければならない義務があ

ったかどうかについて検討する。

本選考基準②の文言から、選手は原則として指定された競技会に参加

する義務があると考えられる。しかし、本選考基準②によって選手が参

加すべき競技会は本部が指定することとされているので、本部または本

部長の承認があれば、本部が決定した競技会を変更する指定がなされた

ことになり、本選考基準②の要件を満たすと考えられる。

本件において、Ｂは、２００４年４月３０日に本部が指定したリスボ

ン大会を欠場して、ポズナム大会に出場したが、いずれも本部長の承認

を得て行われているので、本選考基準②の要件を欠くということはでき

ない。

なお、申立人はＢの競技会の変更が合理的理由によるものではないと

主張し、また出場する大会の変更は本部だけができるもので本部長には

権限がないと主張する。この点、Ｂの競技会の変更申立てが虚偽の事由

によるなど不公正な手段によってなされたと認められる場合には、本選

考基準⑧に接触するものと考えられるところ、確かにＢの競技会変更に
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関する手続には不自然な点がみられるが、虚偽の事由など不公正な手段

によってなされたと断定するまでの証拠はない。また、被申立人の今回

の代表選考方式が本部長の評価に強く依存していることを考えると、本

部長は選手の出場する選考対象競技会を変更する権限を有していたと解

される。

５． 選手と利害関係のある委員が選考委員会に加わっていたかどうかにつ

いて検討する。

選手と直接利害関係を有する委員は、選考委員会の選考には加わらな

いものとされ、現実に被申立人の「オリンピック等派遣人馬選考委員会

規則」（乙１８）によれば、派遣人馬選考委員会の委員等が、オリンピ

ック競技大会馬術競技等の大会への出場を目的として活動している選手

等と師弟関係になったときは委員を解嘱するとされている。しかしなが

ら、Ｍはそもそも選考委員会の委員ではなく、また、本件決定のための

選考委員会にも出席していないし、Ｍの作成した選手の評価書も選考委

員会に提出されていない。

したがって、Ｍと選手との間の利害関係の有無に係わりなく、申立人

の主張には理由がない。

６． 本件決定が、申立人を含む選手の成績（本選考基準③の「結果」が成

績を意味することについては当事者間に争いはない。）を参考にしてい

ないかどうかについて検討する。

アテネオリンピック派遣選手を決定するために２００４年６月１５日

に開催された選考委員会の議事録（乙３）、選考委員会委員長および本

部長の証言によれば、以下の事実が認められる。

（１） 当日の選考委員会に提出されたものは、対象となった競技会のビデオ

テープおよびすべての競技会における参加選手の成績一覧表（乙１９の

１）、「障害馬術代表選手の選考について」および「選手選考について」

と題する各書面である。

（２） 選考委員会では、対象となった競技会のビデオテープが映写され、本

部長から天候、馬場、コースのレベル等各競技会の状況および各選手の

状況について報告がなされた。各選手の報告の概要について報告書（乙

２）が作成されている。

選考の過程は、まずＡ、Ｄの人馬についてレベルの高いローマ大会の

内容から代表選手として決定され、次にＣについて、若い馬のため能力

的に未知数のところがあるが、参加した２回の競技会での好成績を考慮

して代表選手に決定された。
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（３） なお、申立人は、Ｃの馬がオリンピック参加資格条件である「２００

４年６月１６日までに国際馬術連盟の定める人馬の最低能力基準を満た

していること。」の要件を満たしていない疑いがあると主張するので、

この点について判断する。選考委員会議事録に、Ｃの参加したリスボン

大会が国際馬術連盟の能力基準認定競技に指定され、能力基準を満たし

たと記載されていること、本部長の作成したリスボン大会の報告書（乙

２０の３、２０の２０）に、ネーションズカップとグランプリでオリン

ピック最低出場基準を取得した旨の記載があることからＣの馬は上記最

低能力基準を満たしたものと認められ、これに反する証拠はない。

（４） 選考委員会では、その後、Ｅ、Ｆの馬は能力不足のため選考対象外と

され、Ｇ、Ｈについても馬の能力または状態について問題があることか

ら選考の対象から外された。

（５） 残った申立人とＢの馬についてはいずれも高い能力を有するが、いず

れの選手にも問題があるとして検討協議がなされた。両選手の問題点と

しては、Ｂは２回の経路ミスが指摘され、技術的な欠陥ではないが緊張

によって同じミスを繰り返すおそれがあるので、Ｂを選考する場合には

カウンセリング等による精神的対応を行う必要があるとされた。

申立人については、多くの障害で踏切りミスをしており、フォースタ

ーレベルでは通用してもオリンピックでは通用しないとされ、結論とし

て、Ｂの経路ミスの予防は可能であろうが、申立人の踏切りミスは今か

ら修正することは不可能であるとして、Ｂが代表選手に選出された。

（６） 以上の選考の経緯を検討すると、選考委員会では、本選考基準⑤、⑥

に従って、馬の能力・状態を重視して検討がなされたことが推認され、

同時に指定競技会での成績も考慮されて、まずＡ、Ｃ、Ｄの３選手が代

表選手に選出されたということが推認される。残りの代表枠一つについ

て、申立人とＢを対比する際には上記のとおり、主として両選手のミス

について検討がなされたが、両選手の競技会における成績が検討された

かどうか、必ずしも明らかでない。しかし、各競技会の成績が記載され

た書面（申立人は、乙１９の１自体は提出されていないはずであると主

張するが、少なくとも、申立人とＢを含む選手については、その成績が

選考委員会に提出されていたことは否定できない。）が選考委員会に提

出され、Ｃについては成績上位者として３番目に代表選手に選出されて

いる。また、本部長は、成績について平均減点を算出した表（乙７）

（なお、乙７それ自体は選考委員会には提出されていない。）を作成し、

一走行当たりの平均減点等を考慮した意見を述べたとされており、選考

委員会において各選手の成績が参考にされたことは十分推認することが

できる。



- 15 -

よって、本部長は、選考基準③を無視して、指定された競技会の成績を

参考にしないで、選考委員会に選手を推薦したということはできない。

７． 選考競技会の成績を参考にして評価すれば、申立人が代表選手に選考

されるべきであったとの主張について検討する。

すでに上記６において述べたとおり、選考委員会の選考においては指

定競技会の成績も参考にされたうえで上位３選手が代表選手に選出され

ている。そこで申立人とＢの対比において指定競技会の成績が参考にさ

れれば申立人が代表選手に選出されたかどうかについて検討する。

申立人とＢは、いずれもリンツ大会に出場し、その後申立人はリスボ

ン大会に出場し、Ｂはポズナム大会に出場した。異なる大会の成績を対

比することは、大会のレベル、参加選手のレベル、障害設定の違いなど

を考慮すれば公正妥当な評価をすることは専門家でも難しい問題と思わ

れる。なお、過去の成績は今回の代表選考に当たっては、考慮されない

ことになっていたことは申立人も認めているので、過去の成績に関する

申立人の主張は考慮しないこととする。

そのうえで、両選手の成績だけを検討してみると、両選手の出場したリ

ンツ大会における成績は、ネーションズカップにおいてはＢの方が良く、

グランプリにおいては申立人の方が良かったと考えられ、一走行あたり

の平均減点はＢの方が少し良かったということができる。

また、競技のレベル等を無視してリスボン大会とポズナム大会におけ

る両選手の成績を対比すると、やはり、ネーションズカップにおいては

Ｂの成績が良く、グランプリの成績は申立人の方が良かったように思わ

れる。したがって、本選考基準に基づき指定競技会の成績を参考にして

評価すれば、申立人が代表選手として選出されるべきであったとまでい

うことはできず、選考委員会の自ら定めた基準に違反してまで決定をし

ているとまではいえない。

８． 本件決定は、事前に選手に公表されなかった選考基準によって評価さ

れたものであるので、取り消されるべきであるとの主張について検討す

る。

本件決定のための選考基準については、本選考基準①から④は２００

３年７月１日に公表されたこと並びに本選考基準⑤から⑧および本部長

視点<a>から<d>は公表されなかったことについては争いがない。

選考基準の一部だけが公表された場合に、公表されなかった選考基準

による評価が取り消されるべきであるかどうかは極めて難しい問題であ

り、一律に判断されるべきものではないと考える。

この問題について先例となる機構の仲裁判断は存在しない。申立人は、

２０００年８月にローザンヌに本部を置くスポーツ仲裁裁判所（Court

of Arbitration for Sport, CAS）が下したいわゆる甲選手事件（CAS 2
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000/A/278, 24 Oct. 2000）の仲裁判断において、公開されていないオ

リンピック選考基準に基づいてなされた国内スポーツ連盟（NF）の代表

選手決定は取り消されるべきであるとの基準が示されていると主張する

もののようであるが、同仲裁判断は申立てを棄却したものであって、む

しろ公表されなかった選考基準による代表選手決定を認めたものである。

本スポーツ仲裁パネルは、公表されなかった選考基準によって評価が

なされた場合に、未公表選考基準が選手に公表されていたとすれば異な

った代表決定がなされていた蓋然性が高いといえるときは、当該決定を

取り消すべきであると考えるものである。

このようなケースに該当するものとしては、未公表の選考基準が、極

めて特異な選考基準であって選手がその基準を特に意識しなければ基準

に合致することが困難であるような基準であることなどが考えられる。

逆に、未公表の基準が一般的・普遍的な基準であって、当該基準が公表

されなくても、選手は通常未公表の基準内容について注意することが期

待されるときは、当該基準が未公表であることを理由として決定を取り

消す必要はないと考えられる。このような場合には選考基準が未公表で

あっても、選手間に特段の不利益や不公平が生じることは考え難いから

である。

本件において、未公表であった本選考基準⑤から⑧は、すでに述べた

とおり、かなり抽象的な基準ではあるが、それ自体公表されたからとい

って選手の競技会における対応や練習方法等が変わるものとは考え難い

ものである。

視点<a>から<d>については、かなり具体的に技術的ポイントについて

指摘がなされているが、これらの技術的ポイントは障害馬術にとって決

して特異なものではなく、基本的な技術として認識されているものの中

から選び抜かれたポイントということができる。申立人は、視点<a>か

ら<d>以外にも重要なポイントがあることを指摘するが、前述したとお

り、視点<a>から<d>について技術的なポイントとして特段の異議がある

とは考えられない。

申立人は、踏切りについて本部長と意識的に話すことによって本部長

の誤解を解くことができた可能性があり選考結果が変わった可能性があ

ると主張するが、本件決定は、本部長が単独でなしたものではなく、選

考委員会がなしたもので、踏切りの点については選考委員会でかなり議

論されたことがうかがわれるものである。

以上から、視点<a>から<d>が公表されていても、本件決定が変わった

とは考え難く、したがって視点が未公表であることを理由に、本件決定

を取り消すべきであるということはできない。

以上の検討の結果、本スポーツ仲裁パネルは、本選考基準⑤から⑧お

よび視点<a>から<d>が未公表であるからといって本件決定を取り消す理

由にはならないと判断する。
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９．

（１） オリンピック大会への出場は多くのスポーツ選手にとって大きな夢で

あり、またそのために一流スポーツ選手は練習に明け暮れる毎日を送っ

ている。日本政府はこのようなオリンピック大会の意義を認識して、日

本オリンピック委員会に対して、選手・役員の渡航費ならびに滞在費の

３分の２を国庫から補助し、また例年の選手強化費用の３分の２を負担

している。このようなオリンピック大会の公的意義を踏まえれば、各競

技団体が行っている代表選手選考は公平で透明性の高い方法で実施され

なければならず、またスポーツ選手は、国民の一人として、合理的な基

準を満たせばオリンピック大会に参加する権利をもつと考えなければな

らない。選手選考を委ねられた各国内スポーツ連盟はオリンピック大会

の公的性格を踏まえて、「国の代行機関」として代表選手選考に当たっ

ていることを深く自覚する必要がある。

この観点から本件の代表選手選考をながめると、前述のように当該選

手選考基準および選考過程が著しく不合理だとはいえないとしても、い

くつかの不適切な面があったことは否めない。

（２） まず、本件では、「本部が指定する２００４年４月～６月中旬までのC

SI、CSIO、CHIOに数回参加しなければならない」という代表選考の形式

的要件は、「数回の走行」を要求されるものか、あるいは「数回の競技

会への参加」を要求されるものかが代表候補選手にとって一義的に明瞭

ではない。しかも、前述の⑤から⑧までの選考基準や、選考基準の適用

において大きな役割を果たす<a>から<d>までの視点が公表されていなか

った。

オリンピック大会の公的性格を踏まえれば、選考基準が明晰で分かり

やすい形で公表されていなければならない。

選考基準の透明性の欠如は、たとえ候補選手からの問い合わせがなか

ったからといって許されるものではなく、本件紛争の重大な原因となっ

た。この点について、被申立人は、「今後再考すべきものとは思料す

る」と述べている（被申立人「準備書面（２）」２頁） が、本スポーツ

仲裁パネルは、被申立人に対して、今後は候補選手に対して、具体的に

選考に影響を与える基準はすべて、明瞭に記述された形で公表するとと

もに、選考対象選手側から選考基準の運用について質問がある場合には

十分な説明をするよう強く勧告する。

（３） 本件においては、本部長が選考対象人馬を③および⑤から⑧の基準に

より評価している。たしかに、評価の対象となる競技会における選考対

象選手の飛越についてはビデオ記録が作成され、それが選考委員会にお

いて閲覧に供されており、一応の客観性は担保されている。しかしなが
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ら、選考基準の内容がいずれも評価者の主観的な判断に依存する要素が

多いことを考えると、このような評価基準を用いる場合には、互いに独

立した複数の評価者を用意することが望ましい。本件で問題になった障

害馬術競技は団体競技とは言っても、個々人が別々に行う競技である以

上、代表選手選考を実質的には本部長一人が全権をもって判断するとい

う仕組みは、手続的公平性を欠くといわざるを得ない。実際には、ベル

ギー人コーチＭが本部長を補佐したが、特定の候補選手と特別な利害関

係をもつ者を公的性格をもつオリンピック代表選手の選考の一部に関与

させたことは申立人の主張するごとく不適切だといわざるを得ない。被

申立人は馬術界の「狭さ」を強調するが、コーチに迎える人材が数少な

いとはいえ、代表候補選手の評価に当たる者が利害関係者以外から見つ

けられないということは到底考えられない。フェアプレーが要請される

スポーツにおいては、かかる不明朗さが指摘されてはならないことであ

り、この点について被申立人に対して強く改善を求めたい。

（４） 本件選考に当たった本部長の行動については、申立人により不適切な

点が指摘されている。本スポーツ仲裁パネルは、これらの諸点について

その真偽を明らかにする立場にはないが、オリンピック大会代表選手を

選考する国内スポーツ連盟の役員に対しては、いやしくもこのような非

難が代表候補選手より発せられることがないよう求めたい。

（５） 総じて、日本馬術連盟および連盟関係者には、オリンピック大会代表

選手選考という公的使命を遂行しているという意識に乏しく、シドニー

オリンピック大会における代表選手選考方式を改善したと称する今回の

代表選手選考方式は公平性、明晰性の点ではむしろ後退するものであっ

た。今後の国際スポーツ大会への代表選手選考方式については、代表候

補選手の不満ができる限り生じない新たな選考方式を作成するために、

更に十分な研究を重ねることを望みたい。

１０． 本件は、日本馬術連盟および連盟関係者が、オリンピック大会代表選

手選考の公的な意味を弁えない意識で選考手続を遂行したことに起因し

ており、その点を明らかにしていれば、本件紛争は起こらなかったと考

えることができる。本件申立によって、申立人は多額の弁護費用を支弁

したことが予想されるが、スポーツ仲裁規則第４４条第３項および第５

１条第４項に基づき、少なくとも申立料金５万円と申立人の弁護士費用

の一部に当たる５０万円は被申立人が負担するのが適当だと判断し、主

文のとおり判断した。
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第５．結 論

以上のことから主文のとおり判断する。

２００４年７月１４日

仲裁人： 小寺 彰

竹之下 義弘

浦川 道太郎

仲裁地：東京都

以上は、仲裁判断の謄本である。

日本スポーツ仲裁機構 機構長 道垣内正人


